
柏 市 社 会 的 養 護 自 立 支 援 拠 点 事 業 業 務 委 託  

仕 様 書  

 

１  件 名  

  柏 市 社 会 的 養 護 自 立 支 援 拠 点 事 業 業 務 委 託  

 

２  業 務 の 目 的  

  本 業 務 は ， 児 童 福 祉 法 （ 昭 和 ２ ２ 年 法 律 第 １ ６ ４ 号 。 以 下

「 法 」 と い う 。 ） 第 ６ 条 の ３ 第 16項 に 規 定 す る 「 社 会 的 養 護 自 立

支 援 拠 点 事 業 」 と し て 取 り 組 む も の で あ る 。 「 社 会 的 養 護 自 立 支

援 拠 点 事 業 等 の 実 施 に つ い て （ 令 和 ６ 年 ３ 月 ３ ０ 日 付 け こ 支 家 第

１ ８ ３ 号 こ ど も 家 庭 庁 支 援 局 長 通 知 。 以 下 「 国 通 知 」 と い

う 。 ） 」 及 び 「 社 会 的 養 護 経 験 者 等 へ の 支 援 に 関 す る ガ イ ド ラ イ

ン 」 （ 令 和 ６ 年 ３ 月 ３ ０ 日 付 け こ 支 家 第 １ ８ ６ 号 こ ど も 家 庭 庁 支

援 局 長 通 知 。 以 下 「 国 ガ イ ド ラ イ ン 」 と い う 。 ） に 基 づ き ， 児 童

養 護 施 設 等 の 措 置 が 解 除 さ れ た 者 等 や 虐 待 経 験 が あ り な が ら も 公

的 な 支 援 に つ な が ら な か っ た 者 等 （ 以 下 「 社 会 的 養 護 経 験 者 等 」

と い う 。 ） に 対 し て 交 流 の 場 の 提 供 ， 情 報 提 供 ， 相 談 及 び 助 言 ，

関 係 機 関 と の 連 絡 調 整 等 の 支 援 を 行 う こ と に よ り ， 将 来 の 自 立 に

結 び つ け る こ と を 目 的 と す る 。  

 

３  委 託 期 間  

  令 和 ８ 年 １ １ 月 １ 日 か ら 令 和 １ １ 年 ３ 月 ３ １ 日 ま で  

 

４  履 行 場 所  

  柏 市 及 び 児 童 養 護 施 設 等 で 市 が 指 定 す る 場 所  

  



５  受 託 者 の 執 務 場 所  

  （ 仮 称 ） 柏 市 こ ど も ・ 若 者 相 談 セ ン タ ー 所 定 諸 室 内  

 

【 セ ン タ ー １ 階 平 面 図 】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 諸 室 内 平 面 図 】  

諸 室 内 の 家 具 の 購 入 及 び 配 置 は 事 業 者 が 行 う こ と 。 家 具 の 購 入 等 に

係 る 経 費 は す べ て 委 託 料 に 含 む も の と し ， 受 託 者 が 負 担 す る 。 （ 図

中 の 点 線 の 家 具 等 は 配 置 イ メ ー ジ で あ り ， 実 際 の 配 置 は 市 と 協 議 の

上 決 定 す る も の と す る 。 ）  

 

 

 

 

 

 

 



６  契 約 方 法  

  総 価 契 約 と す る 。  

 

７  検 査 及 び 支 払 方 法  

 (1) 令 和 ８ 年 度 は ， １ １ 業 務 内 容 （ 1） 開 設 準 備 等 事 業 が 完 了 し

た 時 点 で 履 行 検 査 を 行 い ， 履 行 完 了 検 査 後 ， 適 法 な 請 求 書 に

基 づ き ３ ０ 日 以 内 に 委 託 料 を 支 払 う 。 残 り の 額 に つ い て は ，

年 度 末 に 履 行 検 査 を 行 い ， 履 行 検 査 完 了 後 ， 適 法 な 請 求 書 に

基 づ き ３ ０ 日 以 内 に 委 託 料 を 支 払 う 。  

 (2) 令 和 ９ 年 度 か ら の 支 払 い は 四 半 期 毎 と し ， 四 半 期 毎 の 履 行 検

査 完 了 後 ， 適 法 な 請 求 書 に 基 づ き ３ ０ 日 以 内 に 委 託 料 を 支 払

う 。  

 

８  支 援 対 象 者  

  柏 市 が 措 置 等 を し た ま た は 柏 市 に 在 住 す る ， 次 の い ず れ か に 該

当 す る 者 。 そ の 他 ， 柏 市 長 が 支 援 を 行 う こ と が 必 要 と 判 断 し た 者

と す る 。 対 象 年 齢 は 原 則 と し て ４ ０ 歳 未 満 と す る 。  

  な お ， 一 時 保 護 児 童 の 解 除 時 か ら 家 庭 復 帰 や 施 設 入 所 等 に 関 わ

ら ず 本 事 業 に つ な が る よ う に 対 応 す る こ と 。  

 (1) 小 規 模 住 居 型 児 童 養 育 事 業 を 行 う 者 又 は 里 親 へ の 委 託 を 解 除

さ れ た 者  

 (2) 乳 児 院 ， 児 童 養 護 施 設 ， 児 童 心 理 治 療 施 設 又 は 児 童 自 立 支 援

施 設 へ の 措 置 を 解 除 さ れ た 者  

 (3) 母 子 生 活 支 援 施 設 に お け る 保 護 を 受 け て い た 者  

 (4) 児 童 自 立 生 活 援 助 の 実 施 を 解 除 さ れ た 者  

 (5) 法 第 ３ ３ 条 第 １ 項 又 は 第 ２ 項 の 規 定 に よ り 一 時 保 護 が 行 わ れ

て い た 者  

 (6) 法 第 ２ ６ 条 第 １ 項 第 ２ 号 又 は 第 ２ ７ 条 第 １ 項 第 ２ 号 に 規 定 さ

れ る 指 導 が 行 わ れ て い た 者  

 (7) 虐 待 経 験 が あ り な が ら も こ れ ま で 公 的 支 援 に つ な が ら な か っ

た 者 等 で あ っ て ， 社 会 的 養 護 自 立 支 援 拠 点 事 業 所 に お い て 支

援 が 必 要 と 認 め る 者  

 



９  想 定 支 援 対 象 者 数 （ 参 考 値 ）  

 (1) 令 和 ８ 年 １ 月 時 点 で 柏 児 童 相 談 所 （ 柏 市 区 域 分 ） が 措 置 し て

い る １ ５ 歳 以 上 の 者  約 ４ ０ 名  

 (2) 令 和 ６ 年 度 に 柏 児 童 相 談 所 （ 柏 市 区 域 分 ） が 保 護 し た １ ５ 歳

以 上 の 者  約 １ ０ 名  

 

１ ０  事 業 所 運 営 の 実 施 体 制  

  (1) 人 員 体 制  

    下 記 の 職 員 を 配 置 す る こ と と し ， そ の 他 必 要 な 職 員 及 び 人

員 を 配 置 す る こ と 。  

   ア  支 援 コ ー デ ィ ネ ー タ ー ： １ 名 （ 常 勤 職 員 ）  

     支 援 全 体 を 統 括 す る と 共 に ， 業 務 内 容 の う ち １ １ (2)ア

の 継 続 支 援 計 画 の 作 成 に 係 る 業 務 を 担 当 す る こ と と し ， 次

の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 者 を も っ て 充 て る こ と 。  

    (ｱ) 社 会 福 祉 士 又 は 精 神 保 健 福 祉 士 の 資 格 を 有 す る 者  

    (ｲ) 児 童 福 祉 事 業 又 は 社 会 福 祉 事 業 に ５ 年 以 上 従 事 し た 者  

    (ｳ) 被 虐 待 児 童 等 へ の 自 立 支 援 に 対 す る 理 解 が あ り ， 市 が

適 当 と 認 め た 者  

   イ  生 活 相 談 支 援 員 ： ２ 名  

     支 援 対 象 者 へ の 相 談 対 応 を 主 な 業 務 と し ， 次 の 各 号 の い

ず れ か に 該 当 す る 者 を も っ て 充 て る こ と 。  

    (ｱ) 児 童 福 祉 施 設 の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 （ 昭 和 ２ ３

年 厚 生 省 令 第 ６ ３ 号 ） 第 ４ ３ 条 に 定 め る 児 童 指 導 員 の 資

格 を 有 す る 者  

    (ｲ) 自 立 支 援 に 対 す る 理 解 が あ り ， 市 が 適 当 と 認 め た 者  

   ウ  就 労 相 談 支 援 員 :１ 名  

     適 切 な 相 談 ・ 助 言 や 情 報 の 提 供 等 に よ り 就 労 相 談 そ の 他

必 要 な 支 援 を 行 う 者 で あ っ て ， 市 が 適 当 と 認 め た 者  

  (2) 事 業 所 及 び 設 備  

   ア  本 事 業 の 拠 点 と な る 事 業 所 を 「 （ 仮 称 ） 柏 市 こ ど も ・ 若

者 相 談 セ ン タ ー 」 内 の 所 定 諸 室 内 に 設 置 す る こ と と す る 。

な お ， 諸 室 内 で は 事 業 所 の ほ か ， 居 場 所 支 援 を 行 う こ と と

す る 。 光 熱 水 費 は 市 が 負 担 す る 。 そ の 他 の 備 品 等 の 経 費 は



す べ て 委 託 料 に 含 む も の と し ， 受 託 者 が 負 担 し 準 備 す る 。  

   イ  事 業 所 内 に は 主 に 以 下 の 機 能 を 設 け る も の と す る 。  

    (ｱ) ダ イ ニ ン グ （ 食 事 提 供 の 場 ）  

    (ｲ) リ ビ ン グ （ く つ ろ ぎ や 交 流 の 場 ）  

    (ｳ) 相 談 室 （ プ ラ イ バ シ ー に 配 慮 し た 相 談 対 応 の 場 ）  

    (ｴ) 学 習 等 ス ペ ー ス （ 落 ち 着 い て 学 習 等 に 取 り 組 む 空 間 ）  

    (ｵ) 交 流 等 ス ペ ー ス （ 利 用 者 の 交 流 や 事 業 に 取 り 組 む 場 ）  

    (ｶ) 多 様 な 居 場 所 （ 様 々 な 利 用 者 の 居 場 所 と な る 空 間 ）  

  (3) 事 業 所 ・ 居 場 所 の 開 設 日 等  

   ア  原 則 と し て ， 事 業 所 は ， 週 ５ 日 以 上 ， １ 日 ５ 時 間 以 上 開

設 し ， 職 員 を 事 業 所 に 必 要 人 員 配 置 す る こ と 。  

     そ の 際 ， 市 と の 調 整 や 一 時 保 護 を 解 除 す る 児 童 と の 面 接

に 応 じ る こ と 。 ま た ， 支 援 対 象 者 等 か ら の 電 話 や 来 所 に よ

る 相 談 等 に も 対 応 す る こ と 。  

   イ  居 場 所 支 援 の 実 施 に あ た っ て は ， 週 ３ 日 以 上 ， １ 日 ５ 時

間 以 上 開 設 す る こ と 。  

   ウ  ア 及 び イ の 開 設 の 具 体 的 な 曜 日 ， 時 間 等 に つ い て は ，

「 （ 仮 称 ） 柏 市 こ ど も ・ 若 者 相 談 セ ン タ ー 」 の 開 設 時 間 帯

内 （ ９ 時 ～ ２ ０ 時 ３ ０ 分 （ 予 定 ） ） に お い て ， 就 労 や 就 学

し て い る 支 援 対 象 者 の 利 用 を 踏 ま え ， 市 と 協 議 に よ り 定 め

る も の と す る 。 な お ， 変 更 等 が 生 じ る 場 合 は 市 と 協 議 を 行

う こ と 。 ま た ， イ の 実 施 時 間 は ア と 重 複 す る こ と を 妨 げ な

い 。  

   エ  開 設 日 時 以 外 を 含 め て ， 支 援 対 象 者 が 気 軽 に 相 談 で き る

よ う 電 話 ・ メ ー ル 等 に よ る 連 絡 先 を 設 定 し ， 周 知 を 図 る こ

と 。 周 知 方 法 ， 周 知 の 範 囲 等 に つ い て は ， 市 と 協 議 に よ り

定 め る 。  

 

１ １  業 務 内 容  

   業 務 実 施 に あ た っ て は ， 国 通 知 ， 国 ガ イ ド ラ イ ン 及 び 本 仕 様

書 に 基 づ き 実 施 す る こ と 。  

  (1) 開 設 準 備 等 事 業  

   ア  目 的  



     柏 市 が 社 会 的 養 護 自 立 支 援 拠 点 事 業 を 令 和 ８ 年 度 中 に 開

始 す る に あ た り ， 人 材 育 成 や 機 能 整 備 等 の 準 備 を 目 的 と し

て 実 施 す る 。  

   イ  事 業 内 容  

    (ｱ) 支 援 コ ー デ ィ ネ ー タ ー  

      本 業 務 に お け る 責 任 者 と し て 事 業 所 内 の 機 能 の 整 備 や

業 務 全 体 の 把 握 ・ 管 理 す る と と も に ， 柏 市 職 員 （ 柏 児 童

相 談 所 柏 末 広 支 所 派 遣 者 含 む ） と 協 議 調 整 の 上 ， （ 2） 運

営 業 務 に 記 載 の ア ～ ク の 業 務 実 施 の 方 法 等 を 検 討 す る 。  

    (ｲ) 生 活 相 談 支 援 員  

      支 援 対 象 者 へ の 相 談 対 応 等 の 企 画 ・ 準 備 を 行 う 。  

    (ｳ) 就 労 相 談 支 援 員  

      研 修 等 の 企 画 調 整 及 び 資 料 準 備 ， 講 師 検 討 等 を 行 う 。  

    (ｴ) 上 記 の ほ か ， 準 備 作 業 の 詳 細 に つ い て は ， 発 注 者 と 協

議 の 上 決 定 す る 。  

   ウ  開 所 時 期 等  

     具 体 的 な ス ケ ジ ュ ー ル は 令 和 ８ 年 度 中 に 確 定 の 上 ， 事 業

者 に 共 有 す る 。 な お ， 事 業 所 内 へ の 備 品 搬 入 は ， 原 則 令 和

８ 年 １ ２ 月 以 降 １ 月 中 を 目 途 に 実 施 す る こ と と し ， 搬 入 日

時 は あ ら か じ め 市 と 調 整 の う え 決 定 す る 。  

  (2) 運 営 業 務  

   ア  継 続 支 援 計 画 の 作 成  

    (ｱ) 法 第 ２ ７ 条 第 １ 項 第 ３ 号 に 基 づ く 措 置 又 は 法 第 ３ ３ 条

の ６ 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ く 児 童 自 立 生 活 援 助 の 実 施 の 解

除 後 の 支 援 対 象 者 の 支 援 目 標 や 支 援 内 容 等 を 記 載 し た 継

続 支 援 計 画 を 作 成 す る こ と 。  

    (ｲ) 継 続 支 援 計 画 の 作 成 に あ た っ て は ， 支 援 対 象 者 本 人 や

児 童 相 談 所 ， 里 親 ， 里 親 養 育 包 括 支 援 機 関 （ フ ォ ス タ リ

ン グ 機 関 ） ， 児 童 養 護 施 設 等 （ 以 下 「 施 設 等 」 と い

う 。 ） ， 支 援 対 象 者 の 支 援 に 携 わ っ て き た 機 関 等 と 十 分

連 携 し ， こ れ ら の 者 の 意 見 を 踏 ま え る こ と 。 な お ， 計 画

作 成 の 要 否 に つ い て は ， 支 援 対 象 者 及 び 市 と 事 前 に 協 議

し て 決 め る こ と 。  



    (ｳ) 継 続 支 援 計 画 に は ， 支 援 対 象 者 の 心 身 の 状 況 や 生 活 状

況 ， 保 護 者 等 の 家 族 ， 親 族 の 状 況 等 の 家 庭 環 境 ， 学 校 若

し く は 就 労 先 の 環 境 な ど 必 要 な 情 報 を 収 集 し ア セ ス メ ン

ト を 行 い ， 社 会 的 自 立 に 向 け て ， 支 援 上 の 課 題 ， 課 題 解

決 の た め の 支 援 目 標 ， 目 標 達 成 の た め の 具 体 的 な 支 援 内

容 ・ 方 法 等 を 定 め ， 退 所 後 の 生 活 等 を 考 慮 し た 計 画 を 作

成 す る こ と 。 ま た ， 継 続 支 援 計 画 は ， 施 設 等 に お い て 作

成 さ れ た 自 立 支 援 計 画 を 考 慮 し て 作 成 す る こ と 。  

    (ｴ) 継 続 支 援 計 画 に 基 づ く 支 援 内 容 に つ い て ， 支 援 対 象 者

の 生 活 状 況 の 変 化 な ど 必 要 に 応 じ て 計 画 の 見 直 し を 行 う

こ と 。  

   イ  自 立 に 向 け た 生 活 及 び 進 路 支 援  

    (ｱ) 退 所 ま た は 一 時 保 護 解 除 を 控 え た 支 援 対 象 者 に 対 し て

は ， 施 設 等 ま た は 一 時 保 護 所 と 連 携 し ， 入 所 中 か ら 関 係

性 の 構 築 及 び 継 続 的 な 支 援 に 取 り 組 む こ と 。  

      一 時 保 護 解 除 時 に は 児 童 相 談 所 職 員 と の 調 整 の も と ，

支 援 対 象 者 と 面 接 を 行 う な ど 関 係 性 の 構 築 に 努 め る こ

と 。  

    (ｲ) 家 庭 や 自 立 に 向 け た 生 活 に 関 す る 不 安 や 悩 み 等 に つ い

て 相 談 に 応 じ る こ と 。  

    (ｳ) 進 路 や 求 職 活 動 等 に 関 す る 問 題 に つ い て 相 談 に 応 じ ，

必 要 に 応 じ て 専 門 機 関 の 活 用 や 面 接 へ の 同 行 等 の 支 援 を

行 う こ と 。  

    (ｴ) そ の 他 ， 地 域 生 活 を 営 む 上 で 必 要 な 支 援 を 行 う こ と 。  

   ウ  メ ン タ ル ヘ ル ス 及 び 健 康 の 支 援  

    (ｱ) 居 住 ， 家 庭 ， 交 友 関 係 ， 将 来 へ の 不 安 等 ， 生 活 上 の 問

題 に つ い て 相 談 に 応 じ ， 必 要 に 応 じ て 市 や 関 係 機 関 と 連

携 し た 支 援 を 行 う こ と 。  

    (ｲ) メ ン タ ル ヘ ル ス 及 び 健 康 等 に 関 す る 問 題 に つ い て 相 談

に 応 じ ， 必 要 に 応 じ て 専 門 機 関 の 活 用 ， 医 療 機 関 及 び 各

支 援 機 関 へ の 同 行 等 の 支 援 を 行 う こ と 。  

    (ｳ) 支 援 に あ た っ て は 支 援 対 象 者 本 人 の 意 見 及 び 意 向 を 尊

重 す る と と も に ， 支 援 ニ ー ズ を 正 し く 把 握 す る た め の 相



談 手 法 や 関 係 づ く り な ど に つ い て 工 夫 す る こ と 。  

    

   エ  居 場 所 支 援  

    (ｱ) 「 （ 仮 称 ） 柏 市 こ ど も ・ 若 者 相 談 セ ン タ ー 」 に お け る

本 事 業 の 拠 点 と な る 事 業 所 内 に 支 援 対 象 者 が 気 軽 に 利 用

で き る 各 々 の 居 場 所 と な る ほ か ， 意 見 交 換 や 情 報 交 換 ，

情 報 発 信 等 を 行 う こ と の で き る 場 を 提 供 す る こ と 。 ま た

居 場 所 支 援 を 通 じ て ， 支 援 対 象 者 の 相 談 に 応 じ る な ど ，

支 援 ニ ー ズ を 把 握 し ， 適 切 な 支 援 に つ な ぐ よ う 努 め る ほ

か ， 居 場 所 内 で は 定 期 的 な 食 事 の 提 供 ， 学 習 支 援 等 ， 支

援 対 象 者 が 求 め る 支 援 の 提 供 に 努 め る こ と 。 な お ， 支 援

の 提 供 に か か る 経 費 は す べ て 委 託 料 に 含 む も の と し ， 受

託 者 が 負 担 す る 。   

    (ｲ) 支 援 対 象 者 に と っ て 安 心 し て 過 ご す こ と が で き ， 心 身

の 安 全 が 確 保 さ れ ， 外 部 か ら の プ ラ イ バ シ ー に 配 慮 さ れ

た 場 と な る よ う 努 め る と と も に ， 支 援 対 象 者 同 士 や 職 員

等 の ト ラ ブ ル を 防 止 す る た め ， 利 用 に お け る 順 守 事 項 を

あ ら か じ め 定 め る こ と 。  

   オ  当 事 者 の 参 加 ・ 参 画 及 び 自 助 グ ル ー プ 活 動 へ の 支 援  

     事 業 実 施 に あ た り ， 社 会 的 養 護 経 験 者 等 の 積 極 的 な 参

加 ・ 参 画 及 び 育 成 ， 自 助 グ ル ー プ 活 動 へ の 支 援 を 図 る こ

と 。  

   カ  支 援 対 象 者 へ の 広 報 活 動  

    (ｱ) ホ ー ム ペ ー ジ の 開 設 や パ ン フ レ ッ ト の 作 成 ・ 配 布 ， そ

の 他 有 効 な 手 段 に よ っ て 本 事 業 に つ い て 支 援 対 象 者 へ の

情 報 発 信 や 広 報 活 動 を 実 施 す る こ と 。  

    (ｲ) 児 童 養 護 施 設 等 と 連 携 し た 上 で ， 退 所 を 控 え た 時 点 か

ら ， 本 事 業 に つ い て 支 援 対 象 者 に 周 知 し ， 退 所 後 ， 気 軽

に 相 談 で き る 環 境 づ く り を 行 う こ と 。  

   キ  関 係 機 関 と の 連 携  

    (ｱ) 本 事 業 に か か る 相 談 支 援 活 動 に あ た っ て は ， 施 設 等 と

の 連 携 を 密 に す る と と も に ， 他 の 関 係 機 関 と も 適 宜 連 携

し 効 果 的 な 支 援 を 行 う こ と 。 個 別 ケ ー ス に か か る 支 援 に



あ た っ て は ， 必 要 に 応 じ て 支 援 会 議 の 実 施 や ， 他 機 関 の

会 議 へ も 参 加 す る な ど ， 支 援 の 質 の 確 保 に 努 め る こ と 。  

    (ｲ) 市 が 必 要 と 認 め た 会 議 等 に 参 加 す る な ど ， 市 内 の 若 者

支 援 機 関 等 と 積 極 的 に 連 携 し ， 地 域 資 源 の 活 用 を 図 る と

と も に ， 社 会 的 養 護 や 社 会 的 養 護 経 験 者 等 に 対 す る 支 援

の 必 要 性 に 関 す る 普 及 ・ 啓 発 等 に 取 り 組 む こ と 。  

    (ｳ) 市 内 で 実 施 し て い る 他 の 居 場 所 支 援 事 業 や 支 援 団 体 と

の 連 携 を 図 る こ と 。  

   ク  そ の 他 ， 本 事 業 の 目 的 を 達 成 す る た め に 必 要 な 支 援  

     柏 市 が 措 置 等 を 行 っ た 支 援 対 象 者 に つ い て は ， 情 報 発  

    信 や 居 場 所 の 利 用 ， 相 談 支 援 の 実 績 や 退 所 後 の 状 況 等 を 可  

    能 な 限 り 把 握 ， 管 理 し ， 市 と 調 整 を 図 り な が ら 事 業 の ブ ラ  

    ッ シ ュ ア ッ プ に 努 め る こ と 。  

   ケ  市 へ の 報 告 等  

    (ｱ) 毎 月 の 事 業 実 施 状 況 に つ い て ， 事 業 実 施 報 告 書 を 作 成

し 提 出 す る こ と 。  

    (ｲ) 年 度 終 了 後 ， 事 業 実 績 報 告 書 を 作 成 し 提 出 す る こ と 。  

    (ｳ) 本 事 業 に 係 る 活 動 記 録 ・ 支 援 記 録 等 を 作 成 し ， 適 切 に

保 管 す る と と も に ， 市 が 必 要 と 認 め た と き は こ れ を 提 出

す る こ と 。  

    (ｴ) 事 業 実 施 報 告 書 ， 事 業 実 績 報 告 書 の 様 式 等 に つ い て は

市 と 事 前 に 協 議 の 上 ， 決 定 す る こ と 。  

    (ｵ) 今 後 ， 市 が 行 う 本 事 業 の 評 価 ・ 検 証 の 取 組 に も 積 極 的

に 協 力 す る こ と 。  

 

１ ２  業 務 計 画 書 及 び 効 果 検 証 ， 報 告 書 の 提 出 ， 定 例 会 の 開 催  

 (1) 業 務 計 画 書 及 び 効 果 検 証  

   令 和 ８ 年 １ ０ 月 ３ １ 日 （ 土 ） ま で に ， １ １ 業 務 内 容 の 詳 細 を

企 画 ・ 立 案 し ， そ の 実 施 計 画 を 市 へ 提 出 す る こ と 。 な お ， 実

施 計 画 は 本 業 務 委 託 プ ロ ポ ー ザ ル 時 の 提 案 内 容 を も と に ， 市

と 協 議 し て 策 定 す る こ と 。  

   ま た ， 毎 年 度 末 に 利 用 者 の 推 移 を 確 認 し ， 委 託 業 務 の 効 果 に

つ い て 検 証 を 行 う こ と 。 そ の 検 証 を も と に 今 後 の 課 題 や 方 針



等 に つ い て ， 市 と 協 議 し ， 次 年 度 以 降 の 業 務 計 画 書 に 反 映 す

る こ と 。  

 (2) 報 告 書 の 提 出 及 び 定 例 会 の 開 催  

   １ １ 業 務 内 容 の 実 施 状 況 に つ い て ， 当 月 分 の 月 次 報 告 書 を ，

翌 月 １ ０ 日 ま で に 提 出 す る と と も に 定 例 会 を 毎 月 １ 回 行 う こ

と 。 ま た ， 年 度 の 業 務 報 告 書 を 指 定 の 期 日 ま で に 市 へ 提 出 す

る こ と 。  

 

１ ３  業 務 の 処 理  

 (1) 受 託 者 は ， １ １ 業 務 内 容 (２ )運 営 業 務 を 実 施 し た 際 に ， 市 児

童 相 談 所 シ ス テ ム 等 に ， 対 応 記 録 等 を 入 力 す る こ と 。 な お ，

入 力 方 法  ・ 内 容 に つ い て は 市 と 協 議 す る こ と 。  

 (2) 受 託 者 は ， 各 職 員 の 当 月 の 勤 務 日 及 び 勤 務 時 間 （ 予 定 ） に つ

い て ， 市 と 共 有 す る こ と 。  

 (3) 受 託 者 は ， 市 が 所 有 又 は 管 理 し て い る 情 報 機 器 を 使 用 す る 場

合 は ， 委 託 業 務 の 実 施 に 必 要 な 範 囲 に お い て 使 用 す る も の と

し ， 市 が 定 め る 情 報 セ キ ュ リ テ ィ に 関 す る 諸 規 定 を 遵 守 す る

こ と 。  

 (4) 受 託 者 は ， 支 援 コ ー デ ィ ネ ー タ ー ， 生 活 相 談 支 援 員 ， 就 労 相

談 支 援 員 が 行 っ た 業 務 内 容 に つ い て ， 業 務 日 誌 等 を 作 成 し ，

適 宜 市 と 共 有 す る こ と 。 ま た ， 市 と 業 務 に 必 要 な 打 ち 合 わ せ

を 実 施 し た 場 合 に は ， 必 要 に 応 じ て 打 ち 合 わ せ 記 録 を 作 成

し ， 提 出 す る こ と 。  

 (5) 受 託 者 は ， 緊 急 の 場 合 等 に ， 市 と 連 絡 が 取 れ る よ う ， 市 に 緊

急 連 絡 先 を 提 供 す る こ と 。  

 

１ ４  留 意 事 項  

 (1) 事 業 所 の 利 用 に 関 し て ， 支 援 対 象 者 か ら 利 用 料 や 負 担 金 等 を

徴 収 し な い こ と 。  

 (2) 事 業 者 は ， 運 営 方 針 ， 職 員 の 職 務 内 容 ， 支 援 内 容 ， 金 銭 及 び

物 品 管 理 の 方 法 ， 支 援 対 象 者 の 権 利 擁 護 に 関 す る 事 項 等 ， 運

営 規 程 を 定 め る こ と 。 ま た ， 居 場 所 の 提 供 に 当 た っ て は ， 利

用 者 の 安 全 及 び 衛 生 の 確 保 並 び に プ ラ イ バ シ ー の 保 護 に 配 慮



す る と と も に ， 事 業 所 内 外 で の ト ラ ブ ル を 防 止 す る た め ， 利

用 に お け る 「 遵 守 事 項 」 を あ ら か じ め 定 め る こ と 。 ま た ， 食

事 提 供 に お い て は 食 品 衛 生 に 係 る 関 係 法 令 を 遵 守 す る こ と 。

こ れ ら 定 め た 事 項 は ， 柏 市 に 報 告 ， 確 認 を 得 る こ と 。  

   こ の ほ か ， 事 業 の 実 施 に あ た っ て は ， 国 通 知 及 び 国 ガ イ ド ラ

イ ン の 内 容 を 十 分 に 踏 ま え て 実 施 す る こ と 。  

 (3) 事 業 所 の 職 員 は ， 支 援 対 象 者 の 意 向 を 尊 重 す る と と も に ， 支

援 対 象 者 と の 信 頼 関 係 の 構 築 に も 努 め る こ と 。 ま た ， 事 業 所

は ， 支 援 対 象 者 の 権 利 擁 護 及 び 虐 待 防 止 を 図 る た め ， 職 員 に

対 す る 研 修 の 実 施 や ， 苦 情 を 受 け 付 け る た め の 窓 口 の 設 置

等 ， 必 要 な 措 置 を 講 ず る こ と 。  

 (4) 個 人 情 報 の 適 切 な 管 理 に 十 分 配 慮 し た 上 で ， 柏 市 や 関 係 者 間

で の 情 報 の 共 有 に 努 め る と と も に ， 法 第 ３ ４ 条 の ７ の ５ 第 ５

項 に お い て ， 本 事 業 に 従 事 す る 者 に つ い て 守 秘 義 務 が 課 さ れ

て い る こ と を 踏 ま え ， 適 切 な 対 応 を 実 施 す る こ と 。 第 三 者 へ

の 情 報 の 共 有 に つ い て は ， 市 と 協 議 の 上 実 施 す る こ と 。  

 (5) 関 係 機 関 で 情 報 共 有 を 行 う こ と に つ い て ， 支 援 対 象 者 か ら 支

援 開 始 時 点 等 で 同 意 を 得 て お く こ と 。  

   た だ し ， 同 意 を 得 ら れ な い 場 合 に お い て も ， 柏 市 と の 情 報 共

有 は 行 う こ と 。  

 (6) 支 援 終 了 に あ た っ て は ， 市 と 協 議 の う え 決 定 す る こ と 。 ま

た ， 関 係 機 関 に よ り 引 き 続 き 支 援 を 行 う 場 合 に は ， 必 要 に 応

じ て 支 援 対 象 者 の 状 況 等 に つ い て ， 丁 寧 な 情 報 提 供 を 行 う こ

と 。 支 援 終 了 と は ， 事 業 の 積 極 的 な 個 別 案 内 等 の 終 了 を 指 す

も の と し ， 支 援 対 象 者 か ら 新 た に 利 用 希 望 が あ っ た 場 合 に お

い て は ， 必 要 に 応 じ て 新 た に 支 援 計 画 の 策 定 等 に 努 め る こ

と 。  

 (7) 支 援 対 象 者 が 柏 市 外 に 転 居 す る 場 合 に お い て も ， 転 居 先 の 関

係 機 関 と も 連 絡 調 整 を 行 う 等 ， 転 居 先 に お い て も 必 要 な 支 援

が 行 わ れ る よ う 努 め る こ と 。  

 (8) 事 業 者 は ， 職 員 を 各 種 研 修 会 ， セ ミ ナ ー 等 に 積 極 的 に 参 加 さ

せ る 等 ， 職 員 の 資 質 の 向 上 に 努 め る こ と 。  

  (9) 本 仕 様 書 に な い 事 項 の 取 扱 い  



   本 仕 様 書 に 定 め の な い 事 項 及 び 本 仕 様 書 に 定 め る 内 容 に つ い

て 疑 義 が 生 じ た と き は ， 柏 市 と 受 託 者 が 協 議 の 上 ， 定 め る こ

と と す る 。  


